
請　 　 　 　 　 　 　 書

１　契 約 事 項 超純水製造装置の修繕

(下記４ 仕様内容のと おり ）
２　契 約 金 額 円

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円

３　受注条件

（１）　契約履行期限　 令和 6 年 7 月 31 日
（２）　履 行 場 所 科学捜査研究所　 （ 長野県警察機動センター内）
（３）　支 払 条 件 履行後、適法な支払請求書を提出した日から３０日以内と

する。
（４）　支払遅延利息 「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に定めるとこ

ろによる。
（５）　契約解除に対する違約金 本契約条項を履行しないときは、契約金額の100分の10 に

相当する金額を納入して解除する。

４　仕様内容

上記の金額及び受注条件をもって貴官の指示どおり履行することをお請けします。

令和 年 月  日

支出負担行為担当官

長野県警察会計担当官 殿

住所

会社名

代表者 ㊞

場所 科学捜査研究所（長野市松代町西条３９１６　長野県警察機動センター内）

名称 超純水製造装置の修繕

内容 ポンプ及び基盤の交換
規格：純粋製造装置　ﾒﾙｸ社 Milli-Q Integral 5L　機器分析ﾀｲﾌﾟ
・交換部品

MQ INT POWER SUPPLY BOARD 1式

DIAPHRAGM PUMP AQU8871 1式

・交換作業費　1式
作業報告書作成、技術料、出張費等諸経費含む

業務上の注意
　(1) 作業にあたっては、事故等が起きないよう十分に留意すること。なお、既設設備その他
　　に損害を与えた時は、受注者が補償すること。
　(2) 仕様書に明記していない細部事項で、その性質上当然この契約に含まれるものは、担当
　　者の指示に従い整備すること。
　(3) 仕様書及び作業上疑義がある場合は、担当職員と協議し、軽微なものについては担当者
　　の指示に従うこと。
　(4) 作業完了後すみやかに作業報告書を提出すること。
　(5) 作業完了後は、関係者立会のうえ所定の検査を受け、不備と認められた事項はすみやか
　　に手直しを行うこと。なお、検査に必要とする経費は全て受注者の負担とする。

特記事項 　必要があると認められるときは、双方協議の上、仕様の履行内容、
請負代金、履行期限その他この契約内容を変更するものとする。

仕　　　様　　　書


